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○
戸
別
回
収
申
込
み
受
付
期
間

　
9
月
７
日
㈪
～
23
日
㈬

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
　
　

  

（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
。
）

○
戸
別
回
収
手
数
料（
処
理
費
込
み
）

　
区
分
大
　
　
　
　 

３
，
０
０
０
円

　
区
分
中
　
　
　
　 

１
，
５
０
０
円

　
区
分
小
　
　
　
　 

　
　
８
０
０
円

◎
衣
類
（
資
源
ご
み
）
回
収

　
町
で
は
、
資
源
の
有
効
活
用
推
進

の
た
め
、
処
理
困
難
物
の
回
収
と
あ

わ
せ
て
、
衣
類
の
回
収
を
実
施
し
ま

す
。
限
り
あ
る
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時
　

9
月
27
日
㈰

　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
前
11
時

○
実
施
場
所
　
役
場
西
側

○
回
収
方
法

　
透
明
な
ゴ
ミ
袋
に
入
れ
て
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

○
回
収
で
き
な
い
衣
類

・
濡
れ
た
物
、
破
れ
た
物
、
汚
れ
の

ひ
ど
い
物
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
、
学

生
服
、
会
社
の
制
服
等

・
事
業
所
な
ど
か
ら
排
出
さ
れ
た
も

の
（
作
業
着
、
工
場
で
発
生
し
た

裁
断
ク
ズ
や
余
布
等
）

・
そ
の
他
の
も
の
（
布
団
、
カ
ー

ペ
ッ
ト
類
、
ス
リ
ッ
パ
、
着
物
・

帯
、
は
ん
て
ん
、
帽
子
、
靴
下
、

ス
キ
ー
ウ
ェ
ア
類
、
雨
合
羽
等
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
生
活
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
車
道
や
歩
道
に
落
ち
た
泥
の
か
た

ま
り
は
、
自
動
車
だ
け
で
な
く
歩
行

者
・
バ
イ
ク
・
自
転
車
・
車
い
す
な

ど
の
通
行
の
妨
げ
に
な
り
大
変
危
険

で
す
。

　
環
境
美
化
と
交
通
安
全
の
た
め
、

道
路
に
泥
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
な
お
、
道
路
を
汚
し
て

し
ま
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
泥
の

撤
去
・
清
掃
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　
街
の
中
に
は
、
様
々
な
種
類
の
屋

外
広
告
物
が
あ
り
ま
す
。
屋
外
広
告

物
を
表
示
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し

て
許
可
が
必
要
で
す
。

【
屋
外
広
告
物
と
は
】

　
常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し

て
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
広
告

物
の
こ
と
で
、
看
板
、
立
看
板
、
は

り
紙
、
は
り
札
の
ほ
か
、
広
告
板
、

建
物
な
ど
に
掲
示
さ
れ
た
も
の
を
い

い
ま
す
。

○
規
制
に
つ
い
て

　
屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
街
の

◎
処
理
困
難
物
有
料
回
収

　
ご
み
集
積
所
に
出
せ
な
い
ご
み

（
処
理
困
難
物
）
の
有
料
回
収
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
日
時
　

9
月
27
日
㈰

　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
前
11
時

○
実
施
場
所
　
役
場
西
側

○
処
理
手
数
料

　
区
分
大
　
　
　 

　
２
，
０
０
０
円

　
区
分
中
　
　
　
　 

１
，
０
０
０
円

　
区
分
小
　
　
　
　
　
　 

５
０
０
円

○
処
理
方
法

　
当
日
、
処
理
困
難
物
を
役
場
ま
で

搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
当
日
回
収
で
き
な
い
も
の

・
お
店
や
事
業
所
か
ら
出
る
ご
み

・
農
機
具

・
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
洗
濯
機
（
衣

類
乾
燥
機
含
む
）
及
び
冷
蔵
庫

（
冷
凍
庫
含
む
）
の
家
電
４
品
目

・
そ
の
他
一
般
廃
棄
物
で
な
い
も
の

【
戸
別
回
収
を
希
望
さ
れ
る
方
】

　
役
場
ま
で
処
理
困
難
物
の
搬
入
が

困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
戸

別
回
収
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
戸
別
回
収
を
希
望
す
る
方
は
、
事

前
に
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
の

で
、
次
の
受
付
期
間
中
に
生
活
安
全

課
ま
で
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

良
好
な
景
観
の
形
成
、
風
致
の
維

持
、
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止
の

観
点
か
ら
、
表
示
場
所
や
大
き
さ
な

ど
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

【
主
な
規
制
の
例
】

・
自
己
の
店
舗
等
か
ら
離
れ
た
場
所

に
表
示
す
る
場
合

　
原
則
、
禁
止
地
域
（
道
路
の
敷
地

境
界
か
ら
一
定
の
範
囲
の
区
域
、
信

号
の
付
近
な
ど
）
や
禁
止
物
件
（
街

路
樹
、
道
路
標
識
な
ど
）
に
は
表
示

で
き
ま
せ
ん
。

※
自
己
の
店
舗
等
に
店
名
や
取
扱
商

品
名
な
ど
を
表
示
す
る
『
自
家
広

告
物
』
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
で
、
禁
止
地
域

に
お
い
て
も
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
要
件
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
許
可
期
間
に
つ
い
て

　
屋
外
広
告
物
は
、
種
類
ご
と
に
許

可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
許
可
期
間
の
満
了
後
も
引

き
続
き
表
示
す
る
た
め
に
は
、
事

前
に
更
新
許
可
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
許
可
期
間
が
切
れ
た
屋
外

広
告
物
は
、
違
反
広
告
物
と
し
て

除
却
命
令
の
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
都
市
建
設
課
　
市
街
地
整
備
推
進
室

　
☎

（84）
３
３
４
７
（
直
通
）

処
理
困
難
物
の
有
料
回
収

及
び
衣
類（
資
源
ご
み
）の

回
収
を
実
施
し
ま
す

農
業
用
機
械
か
ら
道
路
に

泥
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

屋
外
広
告
物
の
表
示
に
は

許
可
が
必
要
で
す


